
令和７年第２回南幌町議会定例会議事日程 

 

                            令和７年６月１１日（水） 

                            午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開 議 

日程番号 事 件 番 号 事 件 名 結 果 

   １ 

   ２ 

   ３ 

 

 

 

 

 

   ４ 

   ５ 

   ６ 

   ７ 

 

   ８ 

 

   ９ 

 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

 

 

１３ 

１４ 

 

１５ 

１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第 ３号 

議案第３５号 

議案第３６号 

 

議案第３７号 

 

議案第３８号 

 

議案第３９号 

 

議案第４０号 

 

議案第４１号 

 

 

議案第４２号 

報告第 ４号 

 

発議第 ７号 

発議第 ８号 

 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸般報告 

１ 会務報告 

２ 例月出納検査結果報告 

３ 南幌町議会報告懇談会実施報告 

４ 南幌町議会評価提言者会議報告 

５ 町長一般行政報告 

一般質問 

南幌町議会まちづくり特別委員会中間報告について 

令和７年度南幌町一般会計補正予算（第１号） 

令和７年度南幌町下水道事業会計補正予算 

（第１号） 

工事請負契約について（小学校改修工事（機械設備 

工事）） 

工事請負契約について（小学校改修工事（電気設備 

工事）） 

財産の取得について（南幌町立学校給食センター管 

理用備品更新） 

南幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

南幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例制定について 

町道路線の変更について 

令和６年度南幌町一般会計繰越明許費繰越計算書に 

ついて 

南幌町議会ハラスメント防止条例制定について 

議員の派遣承認について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日程番号 事 件 番 号 事 件 名 結 果 

１７ 

 

 

 

 

発議第 ９号 

 

 

総務常任委員会、産業経済常任委員会、議会運営委 

員会所管事務調査について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諸般報告１ 

 

 

会   務   報   告 

 

 月  日     内      容 

 

５月 ７日 第２回議会臨時会を開催した。 

  同 日 総務常任委員会を開催した。 

  同 日 産業経済常任委員会を開催した。 

  同 日 議会運営委員会を開催した。 

  同 日 産業経済常任委員会所管事務調査を実施した。 

  同 日 総務常任委員会所管事務調査を実施した。 

  １３日 議会運営委員会所管事務調査を実施した。 

  同 日 斜里町議会が視察のため来町し、議長歓迎の挨拶を述べた。 

  １４日 長崎県町村議会議長会が視察のため来町し、議長歓迎の挨拶を

述べた。 

  ２１日 全員協議会を開催した。 

   ２３日 長幌上水道企業団議会臨時会が長沼町で開催され、関係議員出

席した。 

  同 日 総務常任委員会所管事務調査を実施した。 

 ２７～２８日 全国町村議会議長会主催議長・副議長研修会が東京都で開催さ

れ、議長出席した。 

  ２９日 南幌町議会まちづくり特別委員会を開催した。 

  同 日 議会運営委員会を開催した。 

６月 ４日 議会運営委員会を開催した。 



 



諸般報告２ 

 
 

例月出納検査結果報告について 

 
 
 このことについて、令和７年５月１５日付けをもって別紙のとおり監査委員 
から報告があったので報告する。 

 
 
 
                    令和７年６月１１日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 

 
 

記 



南 監 査 号 
令和７年５月１５日 

 
 
 南幌町議会議長  側 瀬 敏 彦  様 

 
 

南幌町監査委員 白 倉 敏 美 
   〃    加 藤 真 悟 

 
 
   例月出納検査の結果について 

 
 令和７年５月１５日に執行した令和７年４月分の例月出納検査結果を、地方 
自治法第２３５条の２第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 
 

記 

 
 
１ 検査現在日   令和７年４月３０日  一般会計及び特別会計 

 
２ 検査実施日   令和７年５月１５日 

 
３ 検査 意見    出納事務は適法に取扱われており、異常ないものと認む。 
          現金出納状況は別紙のとおりである。 
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諸般報告３  

 
 

南幌町議会報告懇談会実施報告について 

 
 
 南幌町議会報告懇談会実施結果について、令和７年４月２８日付けをもって 
別紙のとおり南幌町議会まちづくり特別委員長から報告があったので報告する。 

 
 
 
                    令和７年６月１１日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 

 
 

記 

 
 



令和７年４月２８日 

 
南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 様 

 
南幌町議会まちづくり特別委員会 

委員長 西 股 裕 司 

 
 

南幌町議会報告懇談会実施報告 

 
 令和６年第１回南幌町議会定例会において、議員全員の派遣を決定した議会 
報告懇談会を実施したので、その概要を次のとおり報告します。 

 
記 

 
１ 実施日程及び場所 

令和６年１１月１７日（日） １４時００分から 保健福祉総合センター 
１６時００分から 夕張太ふれあい館 

令和７年 ２月２４日（祝） １４時００分から 保健福祉総合センター 

 
２ 実施内容     

日頃の議会活動を報告し、町民との懇談の機会を設け、今後の議会活動 
に反映していくことを目的に開催した。 
議会の動きや町の情報、各委員会活動報告を行った。 

 
３ 実施結果 
   延べ５０名の町民の参加をいただき、活発な意見交換を行った。 

参加者にはアンケート調査を実施し、町民から出された意見や要望等は 
全体で検討を重ね、今後の議会運営に反映させることとした。 

 
４ まとめ  

今後も議会基本条例に基づき、引き続き、幅広く町民の声を聞くととも 
に、議会として情報提供と説明責任を果たし、開かれた議会を目指してい 
くものである。 

 



諸般報告４ 

 
 

南幌町議会評価提言者会議報告について 

 
 
 南幌町議会評価提言者会議結果について、令和７年３月１７日付けをもって 
別紙のとおり議会運営委員長から報告があったので報告する。 

 
 
 
                    令和７年６月１１日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 

 
 

記 

 
 



令和７年３月１７日 

 
南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 様 

 
議会運営委員長 佐 藤 妙 子 

 
 

南幌町議会評価提言者会議報告 

 
南幌町議会基本条例（令和２年南幌町条例第２７号）では、「議会及び議員が

担うべき基本的事項を定め、議会の活性化を図り、町民の負託に応えられる議会

の実現を目指すこと」を目的としています。 
南幌町議会が目指すのは、議員の資質向上及び議会活動を支える体制の整備

等を定めることで、町民参加を推進する議会及び町民に身近な信頼される議会

の実現のため、議会評価提言者会議を実施したので、その概要を次のとおり報告

します。 

 
記 

 
１ 実施日程及び場所 
   令和５年９月２８日（木） １５時００分から 南幌町役場 
   令和６年９月１７日（火） １５時３０分から 南幌町役場 
   令和７年２月２５日（火） １５時００分から 南幌町役場 

 
２ 実施内容     
   南幌町議会基本条例第１５条第１項「提言者の協力」に基づき、外部から

議会を評価し、提言を求めるため、令和５年８月に南幌町議会評価提言者を

公募したところ６名の応募があったことから、選考審査により提言者に選

任することを決定、同年９月に委嘱状を交付し、２年の任期において、３回

の評価提言者会議を実施した。 

 
３ 実施結果     

令和５年度及び令和６年度の評価シートによる議会評価と本会議や委員

会の傍聴などを通じた議会改革及び議会活性化などについて外部から見た

提言を受けた。 

 



４ まとめ 
   議会評価と提言を真摯に受けとめ、更なる議会の改革及び活性化を図り、

引き続き、議会評価提言者による議会評価の取組を推進する。 
今後も町民との協働のもと、鋭意、まちづくりに取り組むとともに、町民

の期待に応えるため、自ら議会改革を推し進め、不断の努力により議会の機

能をさらに高めていくものである。 

 



 



報告第３号 

 
 

南幌町議会まちづくり特別委員会中間報告について 

 
 
 このことについて、令和７年５月２９日付けをもって別紙のとおり南幌町議 
会まちづくり特別委員会委員長より中間報告の提出があったので報告する。 

 
 
 
                    令和７年６月１１日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 

 
 

記 

 
 



令和７年５月２９日 

 
南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 様 

 
南幌町議会まちづくり特別委員会 

委員長 西 股 裕 司 

 
 

南幌町議会まちづくり特別委員会中間報告について 

 
令和５年第２回南幌町議会定例会において設置された本委員会において、別 

紙のとおり中間報告を作成しましたので報告します。 

 



 

 

令和５年度～令和６年度 

 

 

 

まちづくり特別委員会中間報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年５月 

 

 

南幌町議会まちづくり特別委員会 



○ 
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中間報告の概要 
  

南幌町議会まちづくり特別委員会は、南幌町及び南幌町議会の現状と今後の

あり方について、総合的な調査研究を行うため、令和５年第２回南幌町議会定例

会において設置された特別委員会である。 

本委員会では、「開かれた議会」を目標に、議会運営の見直しを図るなど議会

改革を推進するため、南幌町議会基本条例の検証や南幌町議会委員会条例の一

部改正、南幌町議会マニフェストの制定など、議会及び議員の活動原則を基本に

町民から負託された期待に応えるため、自ら議会改革を推し進め、議会の機能を

さらに高めていく活動に取り組んでいる。 

また、「議会報告懇談会」や「議員としゃべり場」の開催、南幌町議会に関す

るアンケート調査の実施など、町民の意見、要望を聞く機会の充実を図り、町民

と身近な議会づくりにも取り組んでいる。   

南幌町の現状は、北海道及び北海道住宅供給公社と連携した「きた住まいるヴ

ィレッジ」の展開や「子育て住宅建築費助成事業」、各種子育て支援事業の実施

により、「南幌ニュータウンみどり野」の分譲促進が図られ、子育て世代の移住

が進み、人口の増加傾向が継続している。 

今後は、南幌工業団地の完売により、現在、準工業用地「南幌流通団地」の造

成が進められ、予約分譲受付が開始されているが、町民の雇用確保に繋がる企業

誘致に積極的に取り組んでいただきたいと考える。 

 子ども室内遊戯施設「はれっぱ」の開業により、中央公園を中心にまちの賑わ

いが生まれてきている一方で、町内商工関係では老舗店舗が相次ぎ閉店してい

る状況である。 

これまで、取り組んできた成果が途切れることがないよう、町と議会が将来を

見据えたまちづくりに真摯に取り組むため、後期の委員会活動に向けた指針と

なるまとめを中間報告として提出する。 

 

議会が目指すまちづくりの理念 

〇町民の生活環境を改善し安全安心なまちづくりへの取組 

〇地域特有の魅力を見つけ出し最大限に活かす取組 

〇町保有の施設や建物などの資源を検証し活用する取組 

 

議会の姿勢 ～開かれた議会を目指します～ ３つの重点項目 

〇議会の見える化 ⇒ 各委員会活動の透明化を図る。 

〇身近な議会活動 ⇒ 主権者教育を推進する。 

〇情報発信の拡充 ⇒ 議会ホームページの充実に取り組む。 



2 

議会の目指すまちづくり 
 

１ 地域特性と現状を認識したまちづくり 

（１）企業誘致の活動の更なる推進 

南幌工業団地が完売し、新たな南幌流通団地の造成が進み、分譲予約が始まっ

ている。町民雇用の創出とともに、道央圏として更なる発展が期待されることか

ら、積極的に企業誘致をしていく必要がある。 

 

（２）オンデマンド交通 

オンデマンド交通として運行を始めた「あいるーと」は、高齢者を中心に好評

を得ているが、今以上のサービスを求める声があり、利便性を高める対応を検討

する必要がある。 

 

（３）産業の振興 

①農業振興 

○土地改良事業については、国に対して補助事業の継続を要請する。 

  ○次世代の農業を担うため、新規就農支援対策事業による農業後継者の育 

成に取り組む必要がある。 
 

②商業振興 

○人口増加により新規の商業者が増えてきたが、中心市街地の老舗商店が

相次いで廃業しており、これらの空き店舗の利活用への支援が必要であ

る。 

  ○新たに食品スーパーが開業したことで、他の商工業者と連携して商店街

活性化に取り組む必要があると考える。 

 

③観光振興 

○南幌温泉大規模改修工事では、客室の洋室化、新館をサウナ専用にする

など大幅にリニューアルを行っている。利用者増加につなげていく努力

が必要である。 

○南幌温泉周辺の整備を行い、集客につなげることを期待している。 

○子ども室内遊戯施設「はれっぱ」は開業して２年が経過し、南幌町の知

名度向上に大きく貢献している。隣接する中央公園の利用者も増え、子

育て支援政策にも役立っている。今後の更なる利用者拡大のための運営

を望む。 
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（４）環境の整備 

○道央圏連絡道路中樹林道路の開通により利便性は高まっているが、今後の

南幌・長沼間の早期整備を要請する必要がある。 

 

２ 安心できる環境のまちづくり  

（１）環境・衛生 

○道路、橋梁、公園等の老朽化するインフラ整備のメンテナンスサイクルを確

立し、安全安心なまちづくりに努める。 

○移住定住政策は、道住宅供給公社との連携により良い効果が出ているが、町

として継続して取り組む方策を検討する。 

○防災計画に基づく防災備蓄品、避難所の点検を注視していく。 

○防災の在り方を検討し、避難所指定を検証する。 

○空地の雑草除去に関する現地調査の実施、検証する。 

○町内会のごみ集積場の環境の整備を検証する。 
 

３ 町民一人ひとりが健康に暮らすまちづくり 

（１）学校教育 

○小中一貫教育が実施されることから今後の取組を注視する。 

○公設学習塾の活用と学力向上に向けた取組について調査する。 

○姉妹町との児童交流の継続を推進する。 

 

（２）社会教育 

○文化・スポーツ活動の発展について課題を検証する。 

○各種事業への参加者の増加を図る取組について検証する。 

○歴史文化を継承するため、生涯学習の促進に向けた取組を検証する。 

 

４ 将来を見据えた福祉・医療・介護の充実に向けた取組 

（１）少子化対策 

○保育園、認定こども園の待機児童が発生しない体制づくりについて協議する。 

○保育士の確保は転入された方への聞き取り等で、有資格者への働きかけを 

検証する。 

○出生率の向上を目指した新たな事業について検討する。 

 

（２）高齢者対策 

 ○高齢者のごみ出し支援体制づくりの構築を図る。 

 ○高齢者安否確認システムの導入効果を検証する。 

○地域のカフェサロンの運営状況を検証する。 
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（３）地域医療及び町立病院 

○病院経営状況の報告により経営状況の把握に努める。 

○かかりつけ医、訪問診療の取組を検証する。 

○特定健診、がん検診への検診率を高める取組について検証する。 

 

５ 持続可能な行政運営によるまちづくり 

（１）財政推計 

○公共施設(建築物)、道路や橋梁のインフラ施設の改修など、投資的経費の

増加への対応が大きな課題となっている。限られた財源の効率的・効果的

な活用による財政基盤の確立に向け注視していく。 

 

６ 信頼される議会によるまちづくり 

（１）町民にわかりやすい議会 

○議会からの情報発信では、本会議や委員会の審議内容を中心に「議会だよ

り」に掲載するとともに、会議録等を議会ホームページにて公開する。 

   

（２）町民が参加する議会 

○議会報告懇談会や議員としゃべり場等を開催し、議会の活動状況や町の状

況を報告するとともに、要望や意見を伺う機会を設ける。 

○継続的に議会改革に取り組むため議会評価提言者からの議会評価や提言を

受ける。 
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中間報告のまとめ 
 

本委員会は、南幌町議会基本条例をはじめとする議会関連条例の制定及び改

正に取り組んでいる。議員のなり手不足、町議会議員選挙における投票率の低下

については分科会を設置し議論を重ね、問題解決に向けた取組を計画し、一部の

取組を行っている。後期２年で、残された諸課題の解決に向けた取組を実施す

る。 

美園・東町地区の住宅団地の分譲が順調に進んでいることにより、南幌町の人

口は増加している。特に子育て世代にターゲットを絞った分譲が功を奏し、子ど

もが増加し、保育所や小中学校の児童生徒数に影響を及ぼしてきていることか

ら、「住んでいて良かった」と皆が実感できるまちにするために、これからも諸

課題について、議論していかなければならないと考える。 

町議会は開かれた議会を目指し、報告懇談会やしゃべり場の開催及びアンケ

ート調査、議会だよりなどを通じた情報の提供等を行い、ご意見・ご要望を聴取

し、これからもより良いまちづくりのための活動に取り組む。 

以上、南幌町議会まちづくり特別委員会の中間報告書を議会の総意として報

告する。 

 



  



議案第３７号 

 

 

   工事請負契約について 

 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９ 

年南幌町条例第１１号）第２条の規定に基づき、指名競争入札に付した工事に 

ついて、次のとおり請負契約を締結するため地方自治法（昭和２２年法律第６ 

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 

令和７年６月１１日提出 

南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 



１ 契約の目的 

 
   小学校改修工事（機械設備工事） 

 
 
２ 契約の方法 

 
   指名競争入札 

 
 
３ 契約金額 
 

   金１３５，３００，０００円也 

（内消費税及び地方消費税の額１２，３００，０００円） 

 

 

４ 契約の相手方 

 
   池田・境特定建設工事共同企業体 

 

   代表者 札幌市北区北１２条西３丁目２番２０号 
        池田煖房工業株式会社 
         代表取締役社長 池 田  薫 

 
   構成員 空知郡南幌町元町３丁目１番１２号 
        有限会社境設備配管 
         代表取締役 境  憲 明 

 
 
 
 
 
 
 
参考 
 工期 契約締結日より令和８年６月３０日まで 



議案第３８号 

 

 

   工事請負契約について 

 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９ 

年南幌町条例第１１号）第２条の規定に基づき、指名競争入札に付した工事に 

ついて、次のとおり請負契約を締結するため地方自治法（昭和２２年法律第６ 

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 

令和７年６月１１日提出 

南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 



１ 契約の目的 

 
   小学校改修工事（電気設備工事） 

 
 
２ 契約の方法 

 
   指名競争入札 

 
 
３ 契約金額 
 

   金１４９，６００，０００円也 

（内消費税及び地方消費税の額１３，６００，０００円） 

 

 

４ 契約の相手方 

 
   空知郡南幌町北町４丁目８番４号 

    鳥山電気工事株式会社南幌営業所 
     所長 半 沢 恒 平 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考 
 工期 契約締結日より令和８年３月３１日まで 



議案第３９号 

 

 

財産の取得について 

 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９ 

年南幌町条例第１１号）第３条の規定に基づき、財産の取得について次のとお 

り契約を締結するため地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項 

第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 

                       令和７年６月１１日提出 

                       南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 



１ 取得の目的 

 

   南幌町立学校給食センター管理用備品更新 

 

 

２ 取得する財産 

 

名  称   食器食缶システム洗浄機 

数  量   １台 

 

 

３ 取得の方法 

 

北海道市町村備荒資金組合防災資機材譲渡事業に基づく譲渡 

 

 

４ 取得金額 

 

金３５，０６８，０００円也 

（内消費税及び地方消費税の額３，１８８，０００円） 

 

 

５ 取得の相手方 

 

札幌市中央区北４条西６丁目 

北海道市町村備荒資金組合 

組合長 棚 野 孝 夫 

 

 

６ 北海道市町村備荒資金組合の契約の相手方 

    

札幌市豊平区美園２条６丁目３番１４号 

    日本調理機株式会社北海道支店 

     支店長 小笠原  享 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考  

納期 契約締結日より令和７年８月３１日まで



 



議案第４０号 

  

  

南幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例制定について 

  

  

南幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２ 

６年南幌町条例第１６号）の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

 

                       令和７年６月１１日提出 

                       南幌町長 大 崎 貞 二 

 

  

記 

  



南幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例 

 

 

南幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２ 

６年南幌町条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 

第６条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」とい 

う。）を実施する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」 

に改め、同条中第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、同条第３項各号列 

記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連 

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当 

該各号に定めるものをいう。 

 

第６条第３項第１号中「当該家庭的保育事業者等」を「家庭的保育事業者等」 

に、「第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又 

は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」 

という。）」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項と 

し、同条第２項中「全てを満たすと認める」を「いずれかを満たす」に、「前 

項第２号」を「第１項第２号」に改め、同項第１号及び第２号を次のように改 

める。 

（１） 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に 

は、次のア及びイに掲げる要件を満たすと町長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割 

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす 

るための措置が講じられていること。 

（２） 町長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進 

のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著 

しく困難であること。 

 

第６条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 町長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の 

確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全 



てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすること 

ができる。 

（１） 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ 

と。 

（２） 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの 

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう 

にするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模保育 

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５ 

項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第 

１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

 

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

 

附則第３条中「１０年」を「１５年」に改める。 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、本案を提案す 

るものである。



 



議案第４１号 

 

 

南幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

南幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 

める条例（平成２６年南幌町条例第１７号）の一部を改正する条例を次のよう 

に制定する。 

 

 

 

                       令和７年６月１１日提出 

                       南幌町長 大 崎 貞 二 

 

  

記 

  



南幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 

南幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 

める条例（平成２６年南幌町条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 

第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に改める。 

 

第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行う」 

を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同項第 

３号中「該特定地域型保育事業者」を「当該特定地域型保育事業者」に、「第 

４項第１号」を「第６項第１号」に改め、同条中第９項を第１１項とし、第４ 

項から第８項までを２項ずつ繰り下げ、同条第３項各号列記以外の部分を次の 

ように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連 

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当 

該各号に定めるものをいう。 

 

第４２条第３項第１号中「当該特定地域型保育事業者」を「特定地域型保育 

事業者」に、「小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育型Ｂ型又は事業所内保 

育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」 

を「 小規模保育事業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第 

２項中「全てを満たすと認める」を「いずれかを満たす」に改め、同項各号列 

記以外の部分中「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、同項第１号及び第 

２号を次のように改める。 

（１） 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合 

には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと町長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役 

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす 

るための措置が講じられていること。 

（２） 町長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促 

進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携者の確保が著し 

く困難であること。 



 

第４２条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 町長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設 

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の 

全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととするこ 

とができる。 

（１） 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保する 

こと。 

（２） 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれ 

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう 

にするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小 

規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模 

保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に 

係る連携協力を行うものをいう。 

 

附則第５条中「１０年」を「１５年」に改める。 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴 

い、本案を提案するものである。



 



議案第４２号 

 

 

町道路線の変更について 

 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、次の 

町道路線を変更するため、同条第３項において準用する同法第８条第２項の規 

定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

令和７年６月１１日提出 
南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 
 

 

整理 

番号 

新旧 

の別 
路線名 起点 終点 

重要な 

経過地 

９ 

旧 

南１４線 

南幌町８２６番１０ 

（夕張川） 

南幌町３６３番１ 

（千歳川） 
 

新 
南幌町８２６番１０ 

（夕張川） 

南幌町８６７番７地先 

（千歳川） 
 

１２ 

旧 

南１７線 

南幌町１４９３番 

（旧夕張川） 

南幌町２２７０番４ 

（旧夕張川） 
 

新 
南幌町１４９３番 

（旧夕張川） 

南幌町２２７０番５地

先（旧夕張川） 
 

３９ 

旧 

西２２号 

南幌町３４３番１ 

（南１２線交点） 

南幌町１３３４番１４ 

（旧夕張川） 
 

新 
南幌町３４３番１ 

（南１２線交点） 

南幌町２２４９番７地

先（旧夕張川） 
 

 

 

提案理由 

石狩川改修工事のうち、南幌築堤工事及び旧夕張川右岸築堤工事において、 

当該道路敷地の一部が河川用地として必要となるため、本案を提案するもので 

ある。



 



報告第４号 

 
 
   令和６年度南幌町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 
 
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定によ 
り、令和６年度南幌町一般会計繰越明許費繰越計算書について報告する。 

 
 
 

令和７年６月１１日提出 
南幌町長 大 崎 貞 二 

 
 

記 
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発議第７号 

 

 

   南幌町議会ハラスメント防止条例制定について 

 

 

南幌町議会ハラスメント防止条例を次のように制定する。 

 

 

 

                        令和７年６月１１日提出 

                        南幌町議会運営委員会 

委員長 佐 藤 妙 子 

 

 

記 



南幌町議会ハラスメント防止条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、南幌町議会議員（以下「議員」という。）が互いに人格 

を尊重し、相互に信頼し合い、南幌町議会（以下「議会」という。）及び議 

員としての役割を十分に発揮するため、議員による議員の地位を利用した、 

南幌町職員（以下「職員」という。）に対するハラスメント及び議員間のハ 

ラスメントを防止し、根絶するための処置を講じ、議員個人と職員としての 

尊厳が尊重され、良好な職場環境を確保することで町政の効率的な運営に寄 

与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。 

（１） 言葉、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさ 

せる行為又は不利益を与える行為 

（２） 社会的若しくは性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を 

与える行為 

（３） 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超え 

て、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為 

（４） 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを 

侵害し、相手を傷つける行為 

（５） 前各号に掲げるもののほか、誹謗中傷、風評等により相手の人権を 

侵害し、又は不快にさせる行為 

２ この条例において「職員」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１ 

号）第３条第２項に規定する一般職の職員並びに同条第３項第１号から第２ 

号まで、第３号、第３号の２及び第５号に規定する特別職の職員（議員を除 

く。）その他町の職務に従事する全ての職員をいう。 

（議員の責務） 

第３条 議員は、町民全体の代表者として町政に携わる権能及び責務を自覚す 

るとともに、常に高い倫理意識を持ち、ハラスメントが個人の尊厳を不当に 

傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止及び根絶に努 

めるとともに、ハラスメントをしてはならない。 

２ 議員は、ハラスメントに当たる行為を疑われたときは、自ら誠実な態度を 

もって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなけれ 

ばならない。 

３ 議員は、他の議員がハラスメントに当たる行為を行っていると認められる 

事態に遭遇したときは、当該行為を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を 



指摘し、解決するよう努めるとともに、当該事態を議長に報告しなければな 

らない。 

（議長の責務） 

第４条 議長は、ハラスメントの防止及び根絶に努めるとともに、前条第３項 

に規定する報告を受けた場合又は議員若しくは職員からハラスメントの相談 

及び申出を受けた場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければなら 

ない。 

（事実関係の把握） 

第５条 議長は、第３条第３項に規定する報告又は前条に規定する相談及び申 

出を受けた場合は、当該事案の事実関係の把握に向け努めなければならない。 

２ 議長は、前項の規定により事実関係の把握に向け努めた結果、結論に至ら 

ない場合は、南幌町議会議員政治倫理条例（平成２５年南幌町条例第２３号） 

第６条に規定する審査会に審査を付託することができる。 

（対応措置） 

第６条 議長は、前条の規定によりハラスメント行為があったことを確認した 

場合は、速やかに当該ハラスメントを行った議員の氏名を公表するとともに、 

当該議員に対し指導、助言、注意その他必要な措置を講じるものとする。 

（研修等） 

第７条 議会は、ハラスメントの防止及び根絶を図るため、議員に対し必要な 

研修等の実施に努めるものとする。 

（守秘義務） 

第８条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシーの保護 

に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた 

後も同様とする。 

（議長職務の代行） 

第９条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長がともに 

調査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を 

行う。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、 

議長が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 



（南幌町議会議員政治倫理条例の一部改正） 

２ 南幌町議会議員政治倫理条例（平成２５年南幌町条例第２３号）の一部を 

次のように改正する。 

第３条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、ハラスメント（南幌町議会ハラスメント防止条例（令和７年南幌 

町条例第 号）第２条第１項に規定するハラスメントをいう。）に関しては、 

南幌町議会ハラスメント防止条例を遵守しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

議員が互いの人格を尊重することにより、議員による議員及び職員に対する 

あらゆるハラスメントの防止及び根絶を決意するため、本案を提案するもので 

ある。 



発議第８号 

 
 

議員の派遣承認について 

 
 
 次のことについて、議員の派遣承認が必要なので議会の承認を求める。 

 
 
 

記 

 
 
１ 目  的   空知町村議会議長会主催議員研修会出席のため 

 
２ 期  日   令和７年７月１６日 

 
３ 場  所   妹背牛町 

 
４ 派遣人員   １１名 

 
５ 経  費   予算の範囲内 

 
 
 
                    令和７年６月１１日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦



 



発議第９号 

 
 
   総務常任委員会、産業経済常任委員会、議会運営委員会所管事務 

調査について 

 
 
 このことについて、総務常任委員長、産業経済常任委員長、議会運営委員長 
より別紙のとおり所管事務調査について通知があったので、議会の承認を求め 
る。 

 
 
 
                    令和７年６月１１日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 

 
 

記 

 
 



 令和７年６月４日 

 
 
 南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 様 

 
 

            総務常任委員長 家 塚 雅 人 

 
 
   所管事務調査について 

 
 
 本委員会は、下記により所管事務について調査することに決定したので会議 
規則第７３条第１項の規定により通知します。 

 
 

記 

 
１ 調査事項   総務常任委員会所管に関する事項 

 
２ 調査期間   自：令和７年７月１日 
         至：令和７年９月３０日 

 
３ 経  費   予算の範囲内 

 
 
 
 
 
 
 



令和７年６月４日 

 
 
 南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 様 

 
 

         産業経済常任委員長 石 川 康 弘 

 
 
   所管事務調査について 

 
 
 本委員会は、下記により所管事務について調査することに決定したので会議 
規則第７３条第１項の規定により通知します。 

 
 

記 

 
１ 調査事項   産業経済常任委員会所管に関する事項 

 
２ 調査期間   自：令和７年７月１日 
         至：令和７年９月３０日 

 
３ 経  費   予算の範囲内 

 
 
 
 
 
 
 
 



  令和７年６月４日 

 
 
 南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 様 

 
 

           議会運営委員長 佐 藤 妙 子 

 
 
   所管事務調査について 

 
 
 本委員会は、下記により所管事務について調査することに決定したので会議

規則第７３条第２項の規定により通知します。 

 
 

記 

 
１ 調査事項   議会運営委員会所管に関する事項 

 
２ 調査期間   自：令和７年７月１日 
         至：令和７年９月３０日 

 
３ 経  費   予算の範囲内 



  


